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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信システムにおけるターゲットアクセスシステムのターゲット基地局がハンドオーバ
を実行するための方法であって、
　ソースアクセスシステムのソース基地局から前記ソース基地局のソースセルの情報を受
信するステップと、
　前記ソース基地局が前記ターゲット基地局のターゲットセルに対して不適切なＲＡＴ間
のハンドオーバをトリガーリングすることを検出するステップと、
　前記ソースセルの情報を使用して前記ソースアクセスシステムにハンドオーバ報告メッ
セージを送信するステップと、を含み、
　前記ソースセルの情報は、透過（ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ）コンテナに含まれて受信さ
れる
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ソースセルの情報は、ハンドオーバ準備を通して受信される
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ソースセルの情報は、前記ソースセルのセル識別子と、前記ソースセルが位置した
基地局のグローバル識別子を有する
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
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【請求項４】
　前記ソースセルの情報は、前記ソースセルが属するＴＡＩ（ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅ
ａ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ）に対する情報をさらに含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ソースセルの情報は、
　前記ソースセルが属するＬＡＩ（ｌｏｃａｔｉｏｎ　ａｒｅａ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ）、
前記ソースセルが属するＲＡＣ（ｒｏｕｔｉｎｇ　ａｒｅａ　ｃｏｄｅ）、前記ソースセ
ルが属するＲＮＣ（ｒａｄｉｏ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）の識別子、前
記ソースセルが属するＲＮＣの拡張された識別子の中の少なくとも一つをさらに含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　通信システムにおけるハンドオーバを実行するためのターゲットアクセスシステムのタ
ーゲット基地局であって、
　ソースアクセスシステムのソース基地局から前記ソース基地局のソースセルの情報を受
信する送受信器と、
　前記ソース基地局が前記ターゲット基地局のターゲットセルに対して不適切なＲＡＴ間
のハンドオーバをトリガーリングすることを検出し、前記ソースセルの情報を使用して前
記ソースアクセスシステムにハンドオーバ報告メッセージを送信するように送受信器を制
御する制御器と、を含み、
　前記ソースセルの情報は、透過（ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ）コンテナに含まれて受信さ
れる
　ことを特徴とするターゲット基地局。
【請求項７】
　前記ソースセルの情報は、ハンドオーバ準備を通して受信される
　ことを特徴とする請求項６に記載のターゲット基地局。
【請求項８】
　前記ソースセルの情報は、前記ソースセルのセル識別子と、前記ソースセルが位置した
基地局のグローバル識別子を含む
　ことを特徴とする請求項６に記載のターゲット基地局。
【請求項９】
　前記ソースセルの情報は、前記ソースセルが属するＴＡＩ（ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅ
ａ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ）　に対する情報をさらに含む
　ことを特徴とする請求項６に記載のターゲット基地局。
【請求項１０】
　前記ソースセルの情報は、
　前記ソースセルが属するＬＡＩ（ｌｏｃａｔｉｏｎ　ａｒｅａ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ）、
前記ソースセルが属するＲＡＣ（ｒｏｕｔｉｎｇ　ａｒｅａ　ｃｏｄｅ）、前記ソースセ
ルが属するＲＮＣ（ｒａｄｉｏ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）の識別子、前
記ソースセルが属するＲＮＣの拡張された識別子の中の少なくとも一つをさらに含む
　ことを特徴とする請求項６に記載のターゲット基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モバイル通信システム分野に関し、特に、ソースアクセスシステムに対する
フェイリュアイベントの表示をサポートするための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信技術の発展とともに、モバイル通信システムは、システムアーキテクチャエボリュ
ーション（Ｓｙｓｔｅｍ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ：ＳＡＥ）シ
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ステムに発展している。図１は、既存のＳＡＥシステムの構造を示す概略図である。図１
に示すように、システムは、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔ
ｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）１０１を含み、少
なくともモビリティ管理エンティティ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎ
ｔｉｔｙ：ＭＭＥ）１０５及びユーザプレーンエンティティのコアネットワーク（Ｓ－Ｇ
Ｗ）１０６を含む。Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０１は、ユーザ機器（ＵＥ）をコアネットワークに
接続するのに使用される。また、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０１は、１つ以上の基地局（ｅＮＢ）
１０２及びホーム基地局（ＨｅＮＢ）１０３を含み、実現のために１つのモジュール内に
統合されるか又は個別的に具現されるように分離されるホーム基地局ゲートウェイ（Ｈｅ
ＮＢ　ＧＷ）１０４、ＭＭＥ１０５、及びＳ－ＧＷ１０６をオプションとして含む。ここ
で、ｅＮＢ１０２間の相互接続は、Ｘ２インターフェースを通している。ｅＮＢ１０２は
、Ｓ１インターフェースを通してＭＭＥ１０５及びＳ－ＧＷ１０６のそれぞれに接続され
る。これとは異なり、ｅＮＢ１０２は、Ｓ１インターフェースを通してオプションである
ＨｅＮＢ　ＧＷ１０４に接続され、ＨｅＮＢ　ＧＷ１０４は、Ｓ１インターフェースを通
してＭＭＥ１０５及びＳ－ＧＷ１０６のそれぞれに接続される。
【０００３】
　ＳＡＥシステムを確立する初期状態又はＳＡＥシステムを動作する過程の間に、ＳＡＥ
システムの良好な適用範囲及び容量、移動性のロバストネス、移動の時の負荷バランシン
グ及びユーザ装置へのアクセス速度などを保証するためにＳＡＥシステムのパラメータの
構成及び最適化にあたって、特に、無線パラメータを構成するにあたって、多くの人的資
源及び物的資源を必要とする。ＳＡＥシステム動作の間の構成のための人的資源及び物的
資源を節減するために、ＳＡＥシステムを自己最適化する方法が現在提案されている。自
己最適化プロセスの間に、ｅＮＢ構成又はＨｅＮＢ構成は、実質的にＳＡＥシステムの現
在の状態に従って最適化する。ＳＡＥシステムを自己最適化するための方法を通知するた
めにｅＮＢ及びＨｅＮＢをｅＮＢと称する。
【０００４】
　図２は、ＳＡＥシステムを自己最適化するための基本原理を示す概略図である。図２に
示すように、ｅＮＢが電力をＳＡＥに投入するか又はアクセスした後に自己最適化の構成
を実行する。このプロセスは、ｅＮＢ基本構成及び初期無線パラメータの構成を含む。こ
こで、ｅＮＢ基本構成は、ｅＮＢのインターネットプロトコル（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒ
ｏｔｏｃｏｌ：ＩＰ）プロトコルアドレスの構成、　動作管理及び保守（Ｏｐｅｒａｔｉ
ｏｎ　Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ：ＯＡ　＆　Ｍ
）、ｅＮＢとコアネットワークとの間の認証を含む。ｅＮＢがＨｅＮＢである場合に、Ｈ
ｅＮＢが属しているＨｅＮＢ　ＧＷを検出する必要がある。自己構成を実行するためにｅ
ＮＢのソフトウェア及び動作パラメータがダウンロードされる。初期無線パラメータの構
成は、経験又はシミュレーションに従って実現される。ＳＡＥシステム内の各ｅＮＢの性
能は、ｅＮＢが位置した地域の環境に影響を受ける。したがって、ｅＮＢは、特に、ｅＮ
Ｂが位置した地域の環境に対する初期無線の構成に従って隣接セルのリストに対する初期
構成及び負荷バランシングの初期構成を実行しなければならない。自己構成プロセスが完
了した後に、ｅＮＢに対して構成された多くのパラメータは最適化されていない。ＳＡＥ
システムの性能をよりよくするためにｅＮＢの構成が最適化されるか又は調整される必要
があるので、これをモバイル通信システムの自己最適化とも呼ぶ。ｅＮＢの構成が最適化
されるか又は調整されるべきであるとき、ｅＮＢは、それを実行するために後でＯＡ　＆
　Ｍを通して制御される。ＯＡ　＆　ＭとｅＮＢとの間には、標準インターフェースが存
在する。ＯＡ　＆　Ｍは、最適化されるパラメータをインターフェースを通してｅＮＢ（
ｅＮＢ又はＨｅＮＢであり得る）に送信する。その後に、ｅＮＢは、最適化されるパラメ
ータに従ってｅＮＢ自体に対して構成されたパラメータを最適化する。そのプロセスは、
ｅＮＢ自体によって実行される。すなわち、ｅＮＢは、最適化される性能を得るための検
出を実行し、ｅＮＢ自体の対応するパラメータに対する最適化及び調整を実行する。ｅＮ
Ｂ構成の最適化又は調整は、隣接セルのリストに対する自己最適化、適用範囲、及び容量
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に対する自己最適化、移動性剛健性に対する自己最適化、負荷バランシングに対する最適
化、及びランダムアクセスチャンネル（ＲＡＣＨ）のパラメータに対する最適化などを含
む。
【０００５】
　現在では、リリース１０（Ｒｅｌｅａｓｅ　１０）でのモバイルロバストネスに対する
自己最適化の基本原理は、次の通りである。ＵＥに対してＲＬＦ又はハンドオーバフェイ
リュアが発生し、ＵＥが接続モードに戻る時に、ＵＥは、ＵＥが使用可能なＲＬＦレポー
トを有することをネットワークに通知する。ネットワークは、ＲＬＦレポートを要請する
メッセージをＵＥに送信する。ＵＥにより送信されるＲＬＦレポートは、最後にＵＥをサ
ービスしたセルのＥ－ＵＴＲＡＮセルグローバル識別子（ＥＣＧＩ）、再確立が試みられ
たセルのＥＣＧＩ、最後にハンドオーバプロセスが開始されるセルのＥＣＧＩ、最後にハ
ンドオーバが開始されるから接続フェイリュアまでの時間、接続フェイリュアの理由がＲ
ＬＦであるか又はハンドオーバフェイリュアであるか、無線評価に関する情報を含む。Ｕ
ＥのＲＬＦレポートを取得する基地局がＵＥから取得されたＲＬＦレポートを最後にＵＥ
をサービスしたセルの基地局に送信する。最後に、ＵＥをサービスしたセルの基地局は、
その理由があまりに早いハンドオーバであるか、あまりに遅いハンドオーバであるか、エ
ラーセルへのハンドオーバであるか、カバレッジホール（ｃｏｖｅｒａｇｅ　ｈｏｌｅ）
のためであるかを判定する。その理由があまり早いハンドオーバやエラーセルへのハンド
オーバである場合には、基地局は、あまり早いハンドオーバやエラーセルへのハンドオー
バに関する情報を、あまりに早いハンドオーバを発生させる基地局又はＵＥがエラーセル
にハンドオーバされる基地局に送信する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　異なるＲＡＴ間の移動ロバストネス最適化（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｒｏｂｕｓｔｎｅｓｓ
　Ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ：ＭＲＯ）、例えば、３Ｇ又は２ＧからＬＴＥへのあまり早
いハンドオーバに対して、ＲＮＣがＵＥからｅＮＢ１へのハンドオーバに成功する時に、
ｅＮＢ１でそのＵＥに対するＲＬＦが発生する。次にＬＴＥにアクセスする時に、ＵＥは
、アクセスされたｅＮＢ（例えば、ｅＮＢ２）にＲＬＦレポートを送信する。ｅＮＢ２は
、ＲＬＦ表示メッセージをｅＮＢ１に送信する。ｅＮＢ１は、フェイリュアの理由をチェ
ックする。その理由があまり早いＲＡＴ間のハンドオーバである場合に、ｅＮＢ１は、ハ
ンドオーバレポートをＲＮＣに送信する。ｅＮＢ１は、ハンドオーバレポートをコアネッ
トワークを通してソースＲＮＣに送信しなければならない。ｅＮＢ１は、ＲＬＦ表示メッ
セージを通してソースセルのセル識別子がわかる。しかしながら、ｅＮＢ１がソースセル
の他の位置情報を認識できないので、ｅＮＢ１は、そのハンドオーバレポートをソースＲ
ＮＣにルーティングすることができない。
【０００７】
　本発明は、上述した課題もしくは不都合な点を解決し、少なくとも以下に示す優位性を
提供する。すなわち、本発明の目的は、ＵＥに対する衝撃を避け、オペレータ構成を減少
させ、ソースアクセスシステムにハンドオーバレポートを正確に送信し、モバイル通信シ
ステムの性能を向上させるためにソースアクセスシステムに対するフェイリュアイベント
の表示をサポートするための方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記のような目的を達成するために、ソースアクセスシステムがターゲットアクセスシ
ステムにソースセルに関する情報を通知するステップと、ターゲットアクセスシステムが
メッセージをソースセルが属している基地局に送信する必要がある場合に、ターゲットア
クセスシステムがメッセージをソースアクセスシステムに送信するステップとを含む技術
的な解決方法が本発明の実施形態に従って詳細に提供されている。ソースセルの受信情報
は、メッセージをソースアクセスシステムにルーティングするために使用される。
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【０００９】
　ソースアクセスシステムは、ソースセルの情報をハンドオーバ準備を通してターゲット
アクセスシステムに通知することに留意しなければならない。
　ソースセルの情報は、次のような情報の中の１つ以上を含む：
　ソースセルのセル識別子；
　ソースセルが属するＬＡＩ；
　ソースセルが属するＲＡＣ；
　ソースセルが属するＲＮＣの識別子；
　ソースセルが属するＲＮＣの拡張された識別子；
　ソースセルが属するＴＡＩ。
【００１０】
　ターゲットアクセスシステムがメッセージをソースセルが属する基地局に送信する時に
、メッセージは、ソースセルのセル識別子、及び／又はソースセルが属するＬＡＩ及びＲ
ＡＣ、及び／又はソースセルが属するＲＮＣの識別子、及び／又はソースセルが属するＲ
ＮＣの拡張された識別子、及び／又はソースセルが属するＴＡＩを含むことに留意しなけ
ればならない。
【００１１】
　ターゲットコアネットワークのノードは、ソースセルが属するＬＡＩ及びＲＡＣ又はＴ
ＡＩに従ってソースコアネットワークのノードを探すことに留意しなければならない。
【００１２】
　ソースアクセスシステムが３Ｇである場合に、ソースＳＧＳＮがソースセルが属するＲ
ＮＣの識別子又はＲＮＣの拡張された識別子に従ってソース基地局（すなわち、ソースＲ
ＮＣ）を探すことに留意しなければならない。ソースアクセスシステムがＬＴＥである場
合に、ソースＭＭＥは、ソースセルのセル識別子に従ってソースｅＮＢを探す。
【００１３】
　要約すると、本発明により提供されるソースアクセスシステムに対するフェイリュアイ
ベントの表示をサポートするための方法において、ソースアクセスは、ソースセルの情報
をターゲットアクセスシステムに通知する。メッセージをソースアクセスシステムに送信
しなければならない場合に、ターゲットアクセスシステムは、ソースアクセスシステムか
ら受信されたソースセルの情報の使用を通して必要とされるメッセージをコアネットワー
クを通して基地局又はソースアクセスシステムの基地局制御器にルーティングする。ター
ゲットアクセスシステムは、ＵＥに対する衝撃を避け、オペレータ構成を減少させるため
に、異なるＲＡＴ間のＭＲＯに対する問題をソースアクセスシステムに通知する。したが
って、異なるＲＡＴ間のＭＲＯの問題が解消され、モバイル通信システムの性能が向上す
る。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】既存のＳＡＥシステムの構造を示す概略図である。
【図２】既存のＳＡＥシステムを自己最適化する基本原理を示す概略図である。
【図３】本発明の一実施形態に従ってソースアクセスシステムに対するフェイリュアイベ
ントの表示をサポートするための方法を示すフローチャートである。
【図４】本発明の第１の実施形態に従ってソースアクセスシステムに対するフェイリュア
イベントの表示をサポートするための方法を示す概略図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に従ってソースアクセスシステムに対するフェイリュア
イベントを表示するための方法を示す概略図である。
【図６】本発明の第２の実施形態に従ってソースアクセスシステムに対するフェイリュア
イベントの表示をサポートするための方法を示す概略図である。
【図７】本発明の第２の実施形態に従ってソースアクセスシステムに対するフェイリュア
イベントを表示するための方法を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１５】
　従来技術での既存の問題を解決するために、本発明は、ソースアクセスシステムがソー
スセルに関する情報をターゲットアクセスシステムに通知するステップと、ターゲットア
クセスシステムがメッセージをソースセルが属する基地局に送信しなければならない場合
に、ターゲットアクセスシステムがメッセージをソースアクセスシステムに送信するステ
ップとを含むソースアクセスシステムに対するフェイリュアイベントの表示をサポートす
るための方法を提供する。
【００１６】
　本発明により提供される方法を適用することにより、異なるＲＡＴ間のＭＲＯの問題が
ソースアクセスシステに通知され、端末に対する影響が回避され、オペレータ構成が減少
される。したがって、異なるＲＡＴ間のＭＲＯの問題が解決され、システム性能が向上す
る。
【００１７】
　本発明の技術的な方法及び長所をより明確にするために、添付の図面を参照して本発明
を詳細に記述する。
【００１８】
　図３は、ソースアクセスシステムに対するフェイリュアイベントの表示をサポートする
ための方法を示すフローチャートである。図３に示すように、そのプロセスは、次のよう
な事項を含む。
【００１９】
　ステップ３０１において、ソースアクセスシステムは、ソースセルの情報をターゲット
アクセスシステムに通知する。ソースセルの情報は、次のような１つ以上の情報を含む：
　ソースセルのセル識別子；
　ソースセルが属するＬＡＩ；
　ソースセルが属するＲＡＣ；
　ソースセルが属するＲＮＣの識別子；
　ソースセルが属するＲＮＣの拡張された識別子；
　ソースセルが属するＴＡＩ。
【００２０】
　ソースアクセスシステムは、ソースセルが属する基地局の情報を再配置要請メッセージ
、ハンドオーバ要請メッセージ、再配置要請転送メッセージ、及び再配置要請メッセージ
又はハンドオーバ要請メッセージを通してターゲットセルに通知する。これとは異なり、
ソースアクセスシステムは、情報をソースからターゲットへのメッセージ内の透過（ｔｒ
ａｎｓｐａｒｅｎｔ）コンテナを通してターゲットセルが属する基地局に送信する。
【００２１】
　ステップ３０２において、メッセージをソースセルが属する基地局に送信しなければな
らない場合に、ターゲットアクセスシステムは、そのメッセージをソースアクセスシステ
ムに送信する。ターゲットアクセスシステムは、受信されたソースセルの情報に従ってソ
ース基地局情報を認識する。ソースセルの情報は、ターゲット基地局からソース基地局ま
でメッセージをルーティングするのに使用される。
【００２２】
　具体的に、ターゲットアクセスシステムが、ソースセルがターゲットセルに対して不適
切なＲＡＴ間のハンドオーバをトリガーリングすることを検出する場合に、ターゲットア
クセスシステムは、メッセージをソースセルが属する基地局に送信し、ソースセルが属す
る基地局に不適切なＲＡＴ間のハンドオーバ、例えば、早いＲＡＴ間のハンドオーバ又は
間違ったＲＡＴへのハンドオーバを通知する。メッセージは、ソースセルのセル識別子、
及び／又はソースセルが属するＬＡＩ、及び／又はソースセルが属するＲＡＣ、及び／又
はソースセルが属するＲＮＣの識別子、及び／又はソースセルが属するＲＮＣの拡張され
た識別子、及び／又はソースセルが属するＴＡＩを含む。
【００２３】
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　ソースセルが属するＬＡＩ及びＲＡＣ又はＴＡＩに従って、ターゲットコアネットワー
クのノード（例えば、ＭＭＥ又はＳＧＳＮ又はＭＳＣ）は、ソースコアネットワークのノ
ード（例えば、ＭＭＥ又はＳＧＳＮ又はＭＳＣ）を探す。ソースアクセスシステムが３Ｇ
である場合に、ターゲットコアネットワークのノードは、ＬＡＩ及び／又はＲＡＣに従っ
てソースＳＧＳＮを探す。ソースアクセスシステムがＬＴＥである場合に、ターゲットコ
アネットワークのノードは、ＴＡＩに従ってソースＭＭＥを探す。ソースアクセスシステ
ムが３Ｇである場合に、ソースＳＧＳＮがソースセルが属するＲＮＣの識別子又はＲＮＣ
の拡張された識別子に従ってソース基地局（すなわち、ソースＲＮＣ）を探す。ソースア
クセスシステムがＬＴＥである場合に、ソースＭＭＥは、ソースセルのセル識別子に従っ
てソースｅＮＢを探す。
【００２４】
　いままで、本発明の目的によりソースアクセスシステムに対するフェイリュアイベント
の表示をサポートするための方法の全プロセスが提供された。
【００２５】
　図４は、本発明の第１の実施形態に従ってソースアクセスシステムに対するフェイリュ
アイベントの表示をサポートするための方法を示す概略図である。ここで、本発明とは関
連ないステップに関する詳細な説明は省略する。図４に示すように、そのプロセスは、次
のような事項を含む。
【００２６】
　ステップ４０１において、ＲＮＣは、ハンドオーバを判定する。ＲＮＣは、再配置要請
メッセージをＳＧＳＮに送信する。そのメッセージは、ソースセルの情報を含む。ソース
セルの情報は、次のような情報の中の１つ以上の種類を含む：
　ソースセルのセル識別子；
　ソースセルが属するＬＡＩ；
　ソースセルが属するＲＡＣ；
　ソースセルが属するＲＮＣの識別子；
　ソースセルが属するＲＮＣの拡張された識別子；
【００２７】
　ステップ４０２において、ＳＧＳＮは、再配置要請送信メッセージをＭＭＥに送信する
。そのメッセージは、ソースセルの情報を含む。ソースセルの情報は、ステップ４０１と
同一であるので、ここでは、重複説明を省略する。
【００２８】
　ステップ４０３において、ＭＭＥは、ハンドオーバ要請メッセージをｅＮＢに送信する
。そのメッセージは、ソースセルの情報を含む。ソースセルの情報は、ステップ４０１と
同一であるので、ここでは、重複説明を省略する。ｅＮＢは、ソースセルの情報を記憶す
る。
【００２９】
　ステップ４０４において、ｅＮＢは、ハンドオーバ要請確認メッセージをＭＭＥに送信
する。
【００３０】
　ステップ４０５において、ＭＭＥは、再配置応答送信メッセージをＳＧＳＮに送信する
。
【００３１】
　ステップ４０６において、ＳＧＳＮは、再配置命令メッセージをＲＮＣに送信する。
【００３２】
　ステップ４０７において、ＲＮＣは、ＵＴＲＡＮからＵＥにハンドオーバ命令メッセー
ジを送信する。
【００３３】
　ステップ４０８において、ＵＥは、Ｅ－ＵＴＲＡＮからＲＮＣにハンドオーバの完了を
送信する。
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【００３４】
　いままで、本発明の目的に対する第１の実施形態に従ってソースアクセスシステムに対
するフェイリュアイベントの表示をサポートするための方法の全プロセスが提供された。
【００３５】
　この方法に基づいて、図５は、本発明の第１の実施形態に従ってソースアクセスシステ
ムに対するフェイリュアイベントを表示するための方法を示す概略図である。例えば、こ
の実施形態は、第１の実施形態において、ＲＮＣがＵＥのｅＮＢ１へのハンドオーバに成
功する場合に使用される。ｅＮＢ１のセル内にあるＵＥに対してＲＬＦが発生する。ＵＥ
がＬＴＥセルをさらにアクセスする場合に、例えば、セル２（ｅＮＢ２により制御される
セル）にアクセスするか、又はセル２にハンドオーバされる場合に、ＵＥは、記憶された
ＲＬＦ報告をセル２が属する基地局に送信する。ここで、セル１でのＲＬＦの後に、ＵＥ
は、３Ｇセル、例えば、セル３をまずアクセスでき、その後に、ＬＴＥのセル２に戻るか
又はＬＴＥのセル２にハンドオーバされる。図５に示すように、そのプロセスは、次のよ
うな事項を含む。
【００３６】
　ステップ５０１において、ＵＥに対してｅＮＢ１のセル内でＲＬＦが発生する。
【００３７】
　ステップ５０２において、ＵＥがＬＴＥセルに戻る場合、例えば、ＵＥがｅＮＢ２によ
り制御されるセル２でＲＲＣ接続を確立するか、ＲＲＣ接続再確立を実行するか、又はＬ
ＴＥのセル２にハンドオーバされる場合に、ＵＥは、ＵＥがＲＬＦレポートに関する情報
を有することをＲＲＣ接続設定要請、ＲＲＣ接続設定完了又はＲＲＣ接続再確立要請、Ｒ
ＲＣ接続再確立完了又はハンドオーバ完了又はＲＲＣ接続再構成完了又はＵＥにより送信
される他のＲＲＣメッセージを通して基地局に通知する。
【００３８】
　ステップ５０３において、ｅＮＢ２は、ＲＬＦレポートの情報をＵＥに報告するように
要請する。ＵＥは、記憶されたＲＬＦレポートをｅＮＢ２に送信する。ＵＥのＲＬＦレポ
ートは、フェイリュアが発生する前に最後にＵＥをサービスしたセルのセル識別子を含む
。ＵＥのＲＬＦレポートのコンテンツは、本発明の強調事項でないので、ここでは説明し
ない。
【００３９】
　ステップ５０４において、ｅＮＢ２は、フェイリュアが発生する前に、ＲＬＦ表示メッ
セージを最後にＵＥをサービスした基地局に送信する。ＵＥのＲＬＦレポートは、フェイ
リュアが発生する前に最後にＵＥをサービスしたセルのセル識別子を含む。ｅＮＢ２は、
そのセル識別子に従ってフェイリュアが発生するセルの基地局にＲＬＦ表示を送信する。
ＲＬＦ表示メッセージは、ＵＥから受信されたＲＬＦレポートに関する情報を含む。
【００４０】
　ステップ５０５において、ｅＮＢ１は、フェイリュア理由を判定する。詳細な判定方法
は、本発明の重点事項でないので、ここでは、その内容を説明しない。
【００４１】
　ステップ５０６において、ｅＮＢ１は、そのフェイリュア理由をハンドオーバ、例えば
、あまり早いＲＡＴ間のハンドオーバ、間違ったＲＡＴへのハンドオーバを発生させた基
地局に送信する。ｅＮＢ１は、ハンドオーバレポートをＭＭＥに送信する。ＥＮＢ１は、
ハンドオーバレポートをｅＮＢ直接転送メッセージ又は他のＳ１メッセージを通してＭＭ
Ｅに送信する。そのメッセージは、対応するハンドオーバを発生させたセルが属するＬＡ
Ｉ及びハンドオーバを発生させたセルが属するＲＮＣの識別子を含み、対応するハンドオ
ーバを発生させたセルが属するＲＡＣ及びハンドオーバを発生させたセルが属するＲＮＣ
の拡張された識別子をさらに含む。そのメッセージは、ハンドオーバを発生させたソース
セルのセル識別子、及び／又はフェイリュアの前に最後のハンドオーバのターゲットセル
のセル識別子、及び／又はそのフェイリュア理由、例えば、あまり早いＲＡＴ間のハンド
オーバ又は間違ったＲＡＴ又はセルへのハンドオーバをさらに含む。ハンドオーバプロセ
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スの間に、ソースセルのＬＡＩ、ＲＮＣの識別子、及び／又はＲＡＣ、及び／又はＲＮＣ
の拡張された識別子などのような情報がすでに記憶されている。
【００４２】
　ステップ５０７において、ＭＭＥは、ハンドオーバレポートをＳＧＳＮに送信する。Ｍ
ＭＥは、受信されたメッセージ内のＬＡＩ及び／又はＲＡＣに従ってＳＧＳＮを探す。
【００４３】
　ステップ５０８において、ＳＧＳＮは、受信されたハンドオーバレポートをＲＮＣに送
信する。ＳＧＳＮは、ＲＮＣの識別子又はＲＮＣの拡張された識別子に従ってＲＮＣを探
す。ＲＮＣは、フェイリュアが発生する前に、最後のハンドオーバのソースセル及びター
ゲットセルのセル識別子及びフェイリュア理由に従ってＭＲＯの問題をカウントする。
【００４４】
　いままで、本発明の目的に対する実施形態に従ってソースアクセスシステムに対するフ
ェイリュアイベントを表示するための方法の全プロセスが提供された。
【００４５】
　図６は、本発明の第２の実施形態に従ってソースアクセスシステムに対するフェイリュ
アイベントの表示をサポートするための方法を示す概略図である。ここで、本発明とは関
連ないステップについての詳細な説明は省略する。図６に示すように、そのプロセスは、
次のような事項を含む。
【００４６】
　ステップ６０１において、ｅＮＢは、ハンドオーバを判定する。ｅＮＢは、ハンドオー
バ要請メッセージをＭＭＥに送信する。そのメッセージは、ソースセルの情報を含む。ソ
ースセルの情報は、次のような１つ以上の種類を含む：
　ソースセルの識別子；
　ソースセルが属するＴＡＩ。
【００４７】
　ステップ６０２において、ＭＭＥは、再配置要請送信メッセージをＳＧＳＮに送信する
。そのメッセージは、ソースセルの情報を含む。ソースセルの情報は、ステップ６０１と
同一であるので、ここでは、重複説明を省略する。
【００４８】
　ステップ６０３において、ＳＧＳＮは、再配置要請メッセージをＲＮＣに送信する。そ
のメッセージは、ソースセルの情報を含む。ソースセルの情報は、ステップ６０１と同一
であるので、ここでは、重複説明を省略する。
【００４９】
　ステップ６０４において、ＲＮＣは、再配置要請確認メッセージをＳＧＳＮに送信する
。
【００５０】
　ステップ６０５において、ＳＧＳＮは、再配置応答送信メッセージをＭＭＥに送信する
。
【００５１】
　ステップ６０６において、ＭＭＥは、ハンドオーバ命令メッセージをｅＮＢに送信する
。
【００５２】
　ステップ６０７において、ｅＮＢは、ハンドオーバ命令メッセージをＵＥに送信する。
【００５３】
　ステップ６０８において、ＵＥは、ＵＴＲＡＮからＲＮＣまでハンドオーバ完了を送信
する。
【００５４】
　いままで、本発明の目的に対する第２の実施形態に従って、ソースアクセスシステムに
対するフェイリュアイベントの表示をサポートするための方法の全プロセスが提供された
。
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【００５５】
　このような方法に基づいて、図７は、本発明の第２の実施形態に従ってソースアクセス
システムに対するフェイリュアイベントを表示するための方法を示す概略図である。例え
ば、この実施形態は、図６の実施形態において、ｅＮＢがＵＥをＲＮＣ１へのハンドオー
バに成功した場合に使用される。ＲＮＣ１のセル内にあるＵＥに対してＲＬＦが発生する
。ＵＥが３Ｇセルにさらにアクセスする場合に、例えば、セル２（ＲＮＣ２により制御さ
れるセル）にアクセスするか又はセル２にハンドオーバされる場合に、ＵＥは、記憶され
たＲＬＦレポートの情報をセル２のＲＮＣに送信する。ここで、ＵＥがセル１にアクセス
する場合にフェイリュアが発生した後、ＵＥは、まず、セル３のようなＬＴＥセルにアク
セスした後に、３Ｇのセル２に戻るか又は３Ｇのセル２にハンドオーバされる。図７に示
すように、このプロセスは、次のような事項を含む。
【００５６】
　ステップ７０１において、ＵＥに対してＲＮＣ１のセル内でＲＬＦが発生する。
【００５７】
　ステップ７０２において、ＵＥが３Ｇのセルに戻る場合に、例えば、ＵＥがＲＮＣ２に
より制御されるセル２でＲＲＣ接続を設定するか又は３Ｇのセル２にハンドオーバされる
場合に、ＵＥは、ＵＥがＲＬＦレポートに関する情報を有することをＲＲＣ接続設定要請
又はＲＲＣ接続設定完了又はＲＲＣ接続再確立要請又はＲＲＣ接続再確立完了又はハンド
オーバ完了又はＲＲＣ接続再構成完了又はＵＥにより送信される他のＲＲＣメッセージを
通してＲＮＣ２に通知する。
【００５８】
　ステップ７０３において、ＲＮＣ２は、ＲＬＦレポートの情報をＵＥに報告するように
要請する。ＵＥは、記憶されたＲＬＦレポートをＲＮＣ２に送信する。ＵＥのＲＬＦレポ
ートは、フェイリュアが発生する前に、最後にＵＥをサービスしたセルのセル識別子を含
む。ＵＥのＲＬＦレポートのコンテンツは、本発明の強調事項でないので、ここでは説明
しない。
【００５９】
　ステップ７０４において、ＲＮＣ２は、フェイリュアが発生する前に、ＲＬＦ表示メッ
セージを最後にＵＥをサービスしたＲＮＣ１に送信する。このメッセージは、Ｉｕｒイン
ターフェース又はＩｕインターフェースを通してコアネットワークを経てＲＮＣ１に送信
される。ＵＥのＲＬＦレポートは、フェイリュアが発生する前に、最後にＵＥをサービス
したセルのセル識別子を含む。ＲＮＣ２は、そのセル識別子に従ってＲＬＦが発生したセ
ルが属するＲＮＣにＲＬＦ表示メッセージを送信する。ＲＬＦ表示メッセージは、ＵＥか
ら受信されたＵＥのＲＬＦレポートの情報を含む。
【００６０】
　ステップ７０５において、ＲＮＣ１は、フェイリュア理由を判定する。詳細な判定方法
は、本発明の重点事項でないので、ここでは説明しない。
【００６１】
　ステップ７０６において、ＲＮＣ１は、そのフェイリュア理由をハンドオーバ、例えば
、あまり早いＲＡＴ間のハンドオーバ、間違ったＲＡＴへのハンドオーバを発生させた基
地局に送信する。ＲＮＣ１は、ハンドオーバレポートをＳＧＳＮに送信する。ＲＮＣ１は
、そのハンドオーバレポートをＲＡＮ情報管理（ＲＩＭ）方法を通して又は他のＩｕメッ
セージを通してＳＧＳＮに送信する。そのメッセージは、ハンドオーバを発生させたセル
が属するＴＡＩを含む。また、そのメッセージは、ハンドオーバを発生させたソースセル
のセル識別子、及び／又は最後のハンドオーバのターゲットセルのセル識別子、及び／又
はそのフェイリュア理由、例えば、あまり早いＲＡＴ間のハンドオーバ又は間違ったＲＡ
Ｔ又はセルへのハンドオーバを含む。ソースセルのＴＡＩの識別子及びソースセルのセル
識別子は、ハンドオーバプロセスの間にすでに記憶されている。
【００６２】
　ステップ７０７において、ＳＧＳＮは、ハンドオーバレポートをＭＭＥに送信する。Ｓ
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ＧＳＮは、受信されたメッセージ内のＴＡＩに従ってＭＭＥを探す。
【００６３】
　ステップ７０８において、ＭＭＥは、受信されたハンドオーバレポートをｅＮＢに送信
する。ＭＭＥは、受信されたメッセージ内のソースセルのセル識別子に従ってｅＮＢを探
す。ｅＮＢは、受信されたハンドオーバレポートでフェイリュアが発生する前に最後のハ
ンドオーバのソースセル及びターゲットセルのセル識別子及びフェイリュア理由に従って
ＭＲＯの問題をカウントする。
【００６４】
　いままで、本発明の目的に対する第２の実施形態に従って、ソースアクセスシステムに
対するフェイリュアイベントを表示するための方法の全プロセスが提供された。
【００６５】
　要約すると、本発明によって提供されるソースアクセスシステムに対するフェイリュア
イベントの表示をサポートするための方法において、ソースアクセスは、ソースセルの情
報をハンドオーバを通してターゲット基地局に送信する。ハンドオーバ問題がターゲット
基地局のセルにより検出される場合に、ターゲット基地局は、ソースセルの情報に従って
、ハンドオーバフェイリュアイベントをソースセルの基地局に送信する。したがって、検
出された理由に従ってモバイル通信システムに対する正確な自己最適化が実行されること
により、モバイル通信システムの性能を向上させることができる。
【００６６】
　ここに説明され例示されたものは、その変形例とともに本開示の一例である。ここで使
用された用語、内容、及び図面は、例示を通して説明される。本開示の思想及び範囲内で
様々な変形が可能であり、これは、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なものの範囲内
で定められるべきである。
【符号の説明】
【００６７】
１０１　Ｅ－ＵＴＲＡＮ
１０２　ｅＮＢ
１０３　ＨｅＮＢ
１０４　ＨｅＮＢ　ＧＷ
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